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病児・病後児保育事業 新規事業

病児・病後児保育ができる施設・体制を整備する。 施設の建築
病児・病後児保育の実施

事 業 名 細 事 業 名 新 継 区 分

具体的な実施内　　容

当該年度における事業の実施内容現状の課題

事 業 の 目 的
事 業 の 効 果

保育所入所児童の発病時等に保育ができる施設・体制がなく、保護者が仕事を休まざるを得ない状況がある。 南丹病院、医師会等との協議必要な体制の検討施設の実施設計

保護者の就労を保障する。
病児・病後児保育の実施により、安心して育児と就労の両立ができる。

各計画年度ごとの事業概要と目標・事業費

事業計画期間 平成 24 年度   ～   平成 当該年度に目指す成果・効果
4,500

事業費
平成24年度
平成25年度
平成26年度

年度 実施に向けた体制を定める。
必要な施設・体制を確立する。
必要な体制を確保し、病児・病後児保育を実施する。

30,000
10,000

総合振興計画の 位 置 づ け 26 年度 根拠法令等平成23年度　予算現額 0
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